３　昭和２５年度以降の府税の税率等の推移
（府たばこ税）

	
	府たばこ税（昭和63年度までは府たばこ消費税）

	昭和25年度
	

	昭和26年度
	

	昭和27年度
	

	昭和28年度
	

	昭和29年度
	課税標準

小売定価

税率

5/115

	昭和30年度
	

	昭和31年度
	

	昭和32年度
	

	昭和33年度
	

	昭和34年度
	

	昭和35年度
	

	昭和36年度
	

	昭和37年度
	課税標準

売渡数量×全国平均価格

税率

9％

	昭和38年度
	

	昭和39年度
	

	昭和40年度
	

	昭和41年度
	

	昭和42年度
	税率

10.3/100

	昭和43年度
	昭和43年度に限り
売渡本数×1.013

	昭和44年度
	

	昭和45年度
	

	昭和46年度
	

	昭和47年度
	

	昭和48年度
	

	昭和49年度
	

	昭和50年度
	

	昭和51年度
	

	昭和52年度
	

	昭和53年度
	

	昭和54年度
	

	昭和55年度
	

	昭和56年度
	

	昭和57年度
	

	昭和58年度
	

	昭和59年度
	

	昭和60年度
	従価割

8.1%

従量割

1,000本につき200円

	昭和61年度
	昭和61.5.1～昭和62.3.31の間の売渡し等に係る従量割の税率については


1,000本につき360円

	昭和62年度
	昭和61.5.1～昭和63.3.31の間の売渡し等に係る従量割の税率については


1,000本につき360円

	昭和63年度
	昭和61.5.1～平成1.3.31の間の売渡し等に係る従量割の税率については


1,000本につき360円とする。

	平成元年度
	従価割を廃止

税率

1,000本につき1,129円

	平成2年度
	

	平成3年度
	

	平成4年度
	

	平成5年度
	

	平成6年度
	

	平成7年度
	

	平成8年度
	

	平成9年度
	税率

1,000本につき692円

	平成10年度
	

	平成11年度
	税率


1,000本につき868円
ただし、旧３級品の紙巻たばこについては




1,000本につき413円

	平成12年度
	

	平成13年度
	

	平成14年度
	

	平成15年度
	平成15.7.1から税率を


　　1,000本につき  969円
ただし、旧３級品の紙巻たばこについては、　　　1,000本につき  461円

	平成16年度
	

	平成17年度
	

	平成18年度
	平成18.7.1から税率を


1,000本につき  1,074円

ただし、旧３級品の紙巻たばこについては、　　　　 1,000本につき   511円

	平成19年度
	

	平成20年度
	

	平成21年度
	

	平成22年度
	平成22.10.1から税率を


1,000本につき  1,504円

ただし、旧３級品の紙巻たばこについては、　　　　 1,000本につき    716円

	平成23年度
	

	平成24年度
	

	平成25年度
	平成25.4.1から税率を


1,000本につき  860円

ただし、旧３級品の紙巻たばこについては、　　　　 1,000本につき   411円

	平成26年度
	

	平成27年度
	

	平成28年度
	平成28.4.1から税率を


1,000本につき  860円

ただし、旧３級品の紙巻たばこについては、　　　　 1,000本につき   481円

	平成29年度
	平成29.4.1から税率を


1,000本につき  860円

ただし、旧３級品の紙巻たばこについては、　　　　 1,000本につき   551円

	平成30年度
	平成30.10.1から税率を


1,000本につき  930円

ただし、旧３級品の紙巻たばこについては、　　　　 1,000本につき   656円

	令和元年度
	令和元.10.1から　旧３級品の紙巻たばこについても　1,000本につき　930円

	令和２年度
	令和２.10.1から税率を　　　　　　　　　　　　　　　　　　1,000本につき　1,000円

	令和３年度
	令和３.10.1から税率を　　　　　　　　　　　　　　　　　　1,000本につき　1,070円

	令和４年度
	

	令和５年度
	

	令和６年度
	


